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次
の
日
程
に
よ
り
就
学
時
健
康
診
断

を
行
い
ま
す
。
対
象
小
学
校
の
日
程
を

お
確
か
め
の
上
、受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
当
日
は
保
護
者
ま
た
は
保
護

者
の
代
理
の
方
の
付
き
添
い
を
お
願
い

し
ま
す
。

●
11
月
10
日（
木
）

白
石
第
一
小
、
越
河
小
、
斎
川
小

大
平
小
、
大
鷹
沢
小
、
白
川
小

●
11
月
11
日（
金
）

白
石
第
二
小
、福
岡
小（
分
校
含
む
）、

深
谷
小
（
分
校
含
む
）、
小
原
小

●
会
場

中
央
公
民
館

●
受
付
時
間

13
時
30
分
〜
13
時
50
分

M
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

0
2
2
―
1
3
4
2

宮
城
県
保
険
医
協
会
で
は
、
11
月
8

日
を
「
イ
イ
歯
デ
ー
」
と
定
め
、
歯
科

健
康
テ
レ
ホ
ン
相
談
を
実
施
い
た
し
ま

す
。歯

の
こ
と
で
悩
ん
で
い
る
方
は
ぜ

ひ
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
電
話
受
付
時
間

10
時
〜
16
時

●
回
答
方
法

3
日
以
内
に
歯
科
医
師

が
直
接
相
談
者
に
お
答
え
し
ま
す
。

●
テ
レ
ホ
ン
相
談
電
話
番
号

0
0
2
2
―
2
6
5
―
1
6
6
7

（
宮
城
県
保
険
医
協
会
内
）

平
成
17
年
10
月
1
日
付
け
を
も
っ
て

法
務
大
臣
よ
り
次
の
方
が
人
権
擁
護
委

員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

谷
津
　
實
（
斎
川
字
入
道
前
29
）

■
人
権
擁
護
委
員
の
主
な
仕
事

皆
さ
ん
の
人
権
が
侵
さ
れ
な
い
よ
う

に
絶
え
ず
見
守
り
、
も
し
人
権
が
侵
さ

れ
た
り
侵
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
場
合

に
は
、
相
談
相
手
に
な
っ
て
そ
の
救
済

を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
住
民
の
皆
さ

ん
に
正
し
い
人
権
の
考
え
方
を
広
め
る

　は問い合わせ先です�

農
業
所
得
の
申
告
は
、
平
成
15
年
分

か
ら
原
則
「
収
支
計
算
」（
実
際
の
収

入
金
額
か
ら
必
要
経
費
を
差
し
引
い

て
、
所
得
を
算
出
し
ま
す
）
に
よ
る
申

告
と
な
っ
て
い
ま
す
。

収
支
計
算
に
よ
る
申
告
を
行
う
た
め

に
は
、
農
業
に
つ
い
て
の
収
入
金
額
や

必
要
経
費
に
係
る
記
帳
と
、
出
荷
伝
票

や
領
収
書
な
ど
の
保
存
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
来
年
の
申
告
も
円
滑
に
行

わ
れ
る
よ
う
に
、
早
め
に
準
備
を
始
め

ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
例
外
的
に
認
め
ら

れ
て
い
た
「
簡
易
計
算
」
に
よ
る
農
業

所
得
の
申
告
は
、
来
年
以
降
1
〜
2
年

中
に
も
廃
止
さ
れ
る
方
向
で
検
討
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。し
た
が
っ
て
、

農
業
所
得
の
申
告
は
、
近
い
将
来
完
全

「
収
支
計
算
」
に
よ
る
申
告
に
な
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
こ
れ
ま
で

簡
易
計
算
に
よ
る
申
告
を
さ
れ
て
い
た

方
で
収
支
計
算
が
可
能
な
方
は
、
完
全

「
収
支
計
算
」
移
行
に
向
け
て
、
な
る

べ
く
来
年
の
申
告
よ
り
「
収
支
計
算
」

に
よ
る
申
告
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
申
告
相
談
の
日
程
に
つ
い
て
は
、
平

成
18
年
1
月
号
の
『
広
報
し
ろ
い
し
』

に
掲
載
す
る
予
定
で
す
。

M
税
務
課
　
0
2
2
―
1
3
1
3

裁
判
員
制
度
は
、
国
民
の
皆
さ
ん
に

裁
判
員
と
し
て
刑
事
裁
判
に
参
加
し
て

も
ら
い
、
被
告
人
が
有
罪
か
ど
う
か
、

有
罪
の
場
合
ど
の
よ
う
な
刑
に
す
る
か

を
裁
判
官
と
一
緒
に
決
め
て
も
ら
う
制

度
で
、
平
成
21
年
5
月
ま
で
に
実
施
さ

れ
ま
す
。

仙
台
地
方
検
察
庁
で
は
、
学
校
、
企

業
や
、
地
域
団
体
か
ら
の
ご
要
望
が
あ

れ
ば
、
講
師
を
派
遣
し
ま
す
。
詳
し
く

は
、
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

M
仙
台
地
方
検
察
庁
総
務
部
広
報
担
当

0
0
2
2
―
2
2
2
―
1
4
4
8

「
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判

に
関
す
る
法
律
」
が
、
平
成
16
年
5

月
28
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
国
民

の
司
法
参
加
を
実
現
す
る
こ
の
制
度

は
、
平
成
21
年
5
月
ま
で
の
間
に
ス

タ
ー
ト
し
ま
す
。

皆
さ
ん
は
刑
事
裁
判
に
ど
の
よ
う

に
関
わ
る
の
か
、
不
安
に
思
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
参
加

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
恨
み
さ
れ

な
い
か
、
他
人
の
一
生
を
決
定
し
て

良
い
も
の
か
、
口
外
す
る
と
罰
金
な

ど
、
い
ろ
い
ろ
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

Ｑ
＆
Ａ
で
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

Ｑ
１
　
裁
判
員
は
ど
の
よ
う
に
し
て

選
ば
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
１

選
挙
権
の
あ
る
人
の
中
か

ら
、
翌
年
の
裁
判
員
候
補
者
に
な
る

人
を
毎
年
「
く
じ
」
で
選
び
、
裁
判

所
ご
と
に
裁
判
員
候
補
者
の
名
簿
を

作
り
ま
す
。
名
簿
に
載
っ
た
入
に
は

連
絡
が
い
き
ま
す
。
事
件
ご
と
に
名

簿
の
中
か
ら
「
く
じ
」
で
そ
の
事
件

の
裁
判
員
候
補
者
が
選
ば
れ
ま
す
。

選
ば
れ
た
人
に
は
、
裁
判
の
日
時
な

ど
が
連
絡
さ
れ
ま
す
。

次
に
、
裁
判
所
で
候
補
者
の
中
か

ら
裁
判
員
を
選
ぶ
た
め
の
手
続
き
を

行
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
裁
判
員
に
な

れ
な
い
理
由
な
ど
に
つ
い
て
質
問
さ

れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
裁
判
員
に
な
れ
な
い
理

由
が
認
め
ら
れ
た
人
は
除
外
さ
れ
ま

す
。
除
外
さ
れ
な
か
っ
た
人
の
中
か

ら
、
裁
判
員
が
選
ば
れ
ま
す
。

Ｑ
２
　
辞
退
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
２

原
則
と
し
て
辞
退
で
き
ま
せ

ん
。た
だ
し
、次
の
よ
う
な
人
は
事
情

が
認
め
ら
れ
れ
ば
辞
退
で
き
ま
す
。

①
70
歳
以
上
の
人

②
地
方
公
共
団
体
議
会
に
お
け
る
議

会
中
の
議
員

③
学
生
ま
た
は
生
徒

④
過
去
5
年
以
内
に
裁
判
員
、
検
察

審
査
員
な
ど
を
務
め
た
人

⑤
過
去
1
年
以
内
に
裁
判
員
候
補
者

と
し
て
裁
判
所
に
行
っ
た
こ
と
が

あ
る
人

⑥
一
定
の
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ

り
、
裁
判
員
の
職
務
を
行
う
こ
と

や
裁
判
所
に
行
く
こ
と
が
困
難
な

人
（
や
む
を
得
な
い
理
由
…
重
い

病
気
や
け
が
、
同
居
の
親
族
の
介

護
や
養
育
、
事
業
に
著
し
い
損
害

が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
、
父

母
の
葬
式
な
ど
）

D o you know?

く
ら
し
の�

ヒ
ン
ト�

裁
判
員
制
度
に
つ
い
て

〜
裁
判
員
制
度
っ
て
ど
ん
な
こ
と
？
〜

G
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
消
費
生
活
相
談
室

0
２
２
―

０
７
８
３

（
相
談
日
　
月
・
水
・
金
９
時
〜
16
時
）

お
　
な
　
や
　
み

農
業
所
得
の
申
告
準
備
は
お
早
め
に

人
権
擁
護
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て

こ
と
な
ど
を
使
命
と
し
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
が
、
毎
日
の
生
活
を
営
ん
で

い
く
上
で
、
こ
れ
は
人
権
問
題
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
と
感
じ
た
り
、
法
律
上
ど

の
よ
う
に
な
る
の
か
分
か
ら
な
い
た
め

困
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
お
近
く
の

人
権
擁
護
委
員
に
気
軽
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
で
、
相
談
内
容

は
一
切
秘
密
に
扱
わ
れ
ま
す
。

M
生
活
環
境
課
　
0
2
2
―
1
3
1
4

11
月
は
国
民
年
金
制
度
推
進
月
間
、

11
月
６
日
か
ら
11
月
12
日
ま
で
は

「
年
金
週
間
」
で
す

裁
判
員
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か
？

平
成
18
年
次

就
学
時
健
康
診
断
の
日
程
に
つ
い
て

11
月
８
日
は「
イ
イ
歯
デ
ー
」で
す

〜
市
町
税（
２
市
７
町
）の
滞
納
整
理
が
順
調
〜

仙
南
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合
で

は
、
仙
南
2
市
7
町
の
税
負
担
の
公
平

性
を
確
保
し
、
市
町
税
（
国
保
税
を
含

む
）
の
徴
収
率
向
上
と
行
政
の
効
率
化

を
目
的
と
し
て
、
本
年
4
月
か
ら
滞
納

整
理
事
務
の
共
同
処
理
を
行
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ま
で
、
2
市
7
町
か
ら
移
管

を
受
け
た
高
額
や
悪
質
な
ど
の
滞
納
案

件
に
つ
い
て
、
組
合
と
し
て
の
催
告
を

行
う
と
と
も
に
、
催
告
に
応
じ
な
か
っ

た
滞
納
者
に
は
不
動
産
や
給
与
、
預
貯

金
、電
話
加
入
権
の
差
し
押
さ
え
な
ど
、

滞
納
税
を
強
制
的
に
徴
収
す
る
手
続
き

（
滞
納
処
分
）
を
進
め
て
お
り
、
処
理

は
順
調
に
進
ん
で
い
ま
す
。

今
後
も
納
税
の
公
平
性
を
確
保
す
る

た
め
、
差
押
予
告
な
ど
に
も
応
じ
な
い

滞
納
者
に
つ
い
て
は
、
不
動
産
や
預
貯

金
、
給
与
の
ほ
か
、
年
金
、
生
命
保
険

金
、
自
動
車
、
売
掛
金
な
ど
も
対
象
と

し
て
差
し
押
さ
え
を
行
う
と
と
も
に
、

差
し
押
さ
え
た
不
動
産
な
ど
の
公
売
を

行
い
、
市
町
の
滞
納
税
を
確
保
し
て
ま

い
り
ま
す
。

本
来
、税
は
自
主
納
付
が
基
本
で
す
。

税
の
果
た
す
役
割
を
ご
理
解
い
た
だ

き
、
組
合
の
滞
納
処
分
を
受
け
る
前
に

自
主
納
税
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

M
仙
南
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合

滞
納
整
理
課

0
0
2
2
4
―
5
2
―
2
6
3
2

仙
南
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合

か
ら
の
お
知
ら
せ

秋
季
火
災
予
防
運
動
が
11
月
9
日
か

ら
11
月
15
日
ま
で
実
施
さ
れ
ま
す
。

住
宅
防
火
　
い
の
ち
を
守
る
　
７
つ
の

ポ
イ
ン
ト

〜
３
つ
の
習
慣
・
４
つ
の
対
策
〜

●
３
つ
の
習
慣

・
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
や
め
る
。

・
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も
の
か

ら
離
れ
た
位
置
で
使
用
す
る
。

・
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ
る

と
き
は
、
必
ず
火
を
消
す
。

●
４
つ
の
対
策

・
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住
宅
用

火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
。

・
寝
具
や
衣
類
か
ら
の
火
災
を
防
ぐ
た

め
に
、
防
炎
製
品
を
使
用
す
る
。

・
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め
に
、

住
宅
用
消
火
器
な
ど
を
設
置
す
る
。

・
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人
を

守
る
た
め
に
、
隣
近
所
の
協
力
体
制

を
つ
く
る
。

◎
1
年
3
6
5
日
が
火
災
予
防
運
動
で

す
！

◎
依
然
と
し
て
、
消
火
器
に
関
す
る
悪

質
業
者
が
家
庭
を
訪
問
し
て
い
ま

す
。
納
得
で
き
な
い
契
約
や
購
入
は

絶
対
し
な
い
で
く
だ
さ
い
！

●
消
防
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

0
0
1
8
0
―
9
9
2
―
1
2
3

M
仙
南
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合

白
石
消
防
署

0
2
5
―
2
2
5
9

火
災
予
防
運
動
が
始
ま
り
ま
す

（下　り）� （上　り）�
停留所名 １便 ２便 停留所名 １便 ２便

旧刈田病院
白石駅
すまｉるひろば
ポーチパーク
亘理町
短ケ町
新町
葛西丁
六本松
かんぽの宿

かんぽの宿
六本松
葛西丁
新町
短ケ町
亘理町
ポーチパーク
すまｉるひろば
白石駅
旧刈田病院

10:00
10:02
10:03
10:04
10:05
10:06
10:07
10:08
10:09
10:10

10:20
10:21
10:22
10:23
10:24
10:25
10:26
10:27
10:28
10:30

14:10
14:11
14:12
14:13
14:14
14:15
14:16
14:17
14:18
14:20

13:50
13:52
13:53
13:54
13:55
13:56
13:57
13:58
13:59
14:00

い

い

市民バス「薬師堂線」（かんぽの宿ゆき）を試験運行します�

●試験運行区間　旧刈田病院～かんぽの宿�
●試験運行期間　平成17年11月10日～18年1月26日�
●試験運行日　木曜日�
　　　　　　　　（11月10・17・24日、12月1・8・15・22日、1月5・12・19・26日）�
●時刻表�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
〔停留所標識について〕�
　停車箇所は、旧刈田病院～ポーチパークおよび六本松、かんぽの宿は市
民バス停留所標識設置箇所、亘理町～葛西丁は宮交仙南バス停留所標識
設置箇所となります。�
※平成18年2月以降の運行の可否については、1月までの利用状況により決
定いたします。�

M企画情報課　022-1324

� 「
明
日
の
あ
な
た
を
考
え
て
・
・
・

年
金
は
あ
な
た
が
主
人
公
で
す
。」

誰
に
で
も
訪
れ
る
老
後
に
備
え
、
将

来
、
無
年
金
者
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
に
、
こ
の
機
会
に
年
金
制
度
を

認
識
し
、
加
入
義
務
や
制
度
の
意
義
と

役
割
を
正
し
く
理
解
し
ま
し
ょ
う
。

少
子
・
高
齢
社
会
の
現
在
、
国
民
年

金
制
度
が
公
的
年
金
制
度
の
柱
と
し

て
、
ま
す
ま
す
重
要
性
を
増
し
て
き
て

い
ま
す
。
ま
た
、
歴
史
の
生
み
出
し
た

英
知
と
し
て
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の

生
活
設
計
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
年

金
は
老
後
の
生
活
の
安
定
の
た
め
に
欠

く
こ
と
の
で
き
な
い
、
身
近
で
大
切
な

も
の
で
す
。

「
大
切
な
年
金
」
を
確
実
に
す
る
た

め
に
正
し
い
手
続
き
を
行
い
、
保
険
料

を
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

M
社
会
保
険
事
務
局
大
河
原
事
務
所

0
0
2
2
4
―
5
1
―
3
1
1
1

市
民
課
国
民
年
金
相
談
係

0
2
2
―
1
3
1
2


